
NO.

千円 千円 千円

40,788 千円 千円 千円 千円

分類

割合（％）

40,788
令和２年度

予算額

【前回評価】　「現状のまま継続」　①今後の工夫、企画、分析等を注視。　②自主事業の広い展開等による自主
財源の確保に努め、将来的な自主運営を指導。
【改善点等】　令和元・２年度において、川内文化ホール閉鎖等による、組織や人員配置等の見直しが行われ、そ
れによる補助金の減額が図られた。
【その他】　指定管理施設への民間参入を促すため、平成３０年度から指定管理施設の人件費（補助金）を各施
設所管課の指定管理料（委託料）に含むよう変更したが、参入事業者が本公社しかなかったことなどにより、初期
の目的は達成されたと判断し、指定管理料の人件費を令和３年度から運営補助金に変更した。これにより令和３
年度の補助金は増加している。

成果指標の推移① 83件 83件 73件
成果指標の推移② 755,987人 756,269人 570,085人

特
記
す
べ
き
事
項
等

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0% 0.0%
交付件数

支出計/前年度支出計 94.5% 115.0%
自己資金/前年度自己資金

計 35,840,874 33,855,620 38,942,373
（翌年度繰越金）

4,047,091
人件費 32,101,895 29,715,000 34,895,282

支
出

事業費

その他事務費 3,738,979 4,140,620

38,942,373

計 35,840,874 33,855,620 38,942,373
（前年度繰越金）

会費収入
事業収入

市補助金 35,840,874 33,855,620

上記項目の
積算方法

令和３年度から、運営に係る人件費のほか、指定管理施設に係る人件費を含む

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成30年度 令和元年度 令和２年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 0 0 0

寄付金・その他助成

補助対象経費
人件費（総務部門・指定管理受託施設）、事務費（光熱水費・旅費交通費・消耗品費・燃料
費・印刷製本費・修繕費・通信運搬費・保険料・委託費・賃借料・租税公課・雑費）、負担
金、会議費

補助対象事
業・活動の内

容

１　公益目的事業
①受託施設管理事業　②芸術文化・スポーツ振興事業　③いきいき生涯学習事業　④花と緑
のまちづくり事業　⑤キラキラ寺山事業　⑥サービス事業　⑦広報宣伝事業　⑧中央図書館
休日夜間運営事業　⑨まちづくり交流事業
２　収益事業
３　事務局の管理運営

■運営補助のみ　　□事業補助のみ　　□運営補助と事業補助の両方　　□その他
補助金額又は

補助率
予算の範囲内
補助金額　236,115千円（実費弁償方式により年度末精算）

成果指標② 　まちづくり公社の受託施設等の利用者数 ８０万人 令和８年度

補助対象者 公益財団法人薩摩川内市民まちづくり公社

令和３年度
予算額

236,115 千円

国県支出金 一般財源 その他 その他の内容

236,115

事業費名称 市民まちづくり公社費

根拠法令 総務部関係補助金等交付要綱

補助経過年数 ２１年以上

令和３年度 薩摩川内市民まちづくり公社運営補助金 評価表

所管部課名 総務部　財産活用推進課 担当者 村田　真一郎

指標名 目標値 目標年度

成果指標① まちづくり公社の事業件数 ８０件 令和８年度
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要件 項　　目 評価 評価した内容についての説明

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等
の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の
福祉の向上及び利益の増進に寄与している。

B

施設利用件数が全体的に新型コロナウイルスの影響をう
け減少しているが、公社体制をフルに活用し行き届いた
施設管理には好評を得ている。

必
要
性

　特定の目標・成果の達成に向けた、団体等への
支援や社会的弱者の救済、地域的ハンディ等への
支援が必要である。

B

施設の管理運営（指定管理施設含む）やこれらの利活用
による各種事業実施により市民福祉の向上が図られてい
る。
指定管理者制度の導入に伴い、民間企業の参入が可能と
なる。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合
致しており、かつ、その目標・成果の達成に向け
て、適切な効果を生じている。（その目標・成果
を測るための適当な効果指標の設定がなされてい
る。）

B

施設利用者数が全体的に減少傾向にある。
令和２年度は、新型コロナウィルスの影響が大きい。

①　補助の対象となる事業について、行政が直接
実施するよりも、行政以外の者が行う方が適当で
あると明確に認められる。

A

市直営では、職員の勤務体系から人事管理上困難な面が
多いが、公社職員による勤務体制の弾力化が容易とな
り、夜間における開館等の市民ニーズに対応できる管理
体制が確立できる。

②　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助
金等の交付以外に適当な政策手段がないか、又は
当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段である
と明確に認められる。

A

公社運営に係る補助と指定管理業務に係る人件費（公平
な競争入札実施後）を一括して補助金支出することによ
り、実績に即した支出額（精算）となる。また、人件費
分を補助金で支出することによる消費税分を削減でき
る。

③　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積
算されたものであり、かつ、社会経済情勢に照ら
し、著しく妥当性を欠く水準とはなっていない。
（交付要綱の補助基準）

A

交付要領に基づき、事務局運営の積み上げであり、不用
額については実費弁償方式により返還される。

≪今後の改革の方向性≫ ≪視点別評価≫

■現状のまま継続 　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

□見直しの上で継続 　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

 ⇒今後の方向性　 □充実　 　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □移管・統廃合 　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □縮小 ≪今後の改革の方向性≫

□休止・廃止 □現状のまま継続

≪上記方向の理由≫ □見直しの上で継続

 ⇒今後の方向性　 □充実　 

　　　　　　　　  □移管・統廃合

　　　　　　　　  □縮小 

□休止・廃止

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための
手段・計画≫

≪まとめ≫

適
格
性
及
び
妥
当
性

〈補助金の視点別評価〉　　　　　　　　　　　　【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

〈所管課による補助金等の見直し結果〉 ＜行政改革推進委員会による見直しに対する意見＞

内
部
評
価
結
果

外
部
評
価
結
果

令和２年度新型コロナの影響もあったが、各事業
が適正に運営されたこと。事務所移転などによる
組織や人員配置の見直しが行われたこと。令和３
年度から指定管施設に係る人件費を委託料から補
助金へ変更することによる支出額の削減効果が得
られること。
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薩摩川内市民まちづくり公社補助金交付要領  

 

 （趣旨）  

第１条 この要領は、薩摩川内市補助金等交付規則（平成１６年薩摩川内市規則第

６７号）。以下「規則」という。）第４条に基づき、及び薩摩川内市補助金等基本

条例（平成 18 年薩摩川内市条例第 40 号。以下「条例」という。）を実施するた

め、薩摩川内市総務部関係補助金等交付要綱（平成 19 年薩摩川内市告示第 97 号）

第 2 条の表に掲げる薩摩川内市民まちづくり公社運営補助金（以下「補助金」と

いう。）に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （補助事業等の要件）  

第２条 補助金に係る補助事業等は、次の各号に定める要件を満たすものでなけれ

ばならない。  

  ⑴ 薩摩川内市民まちづくり公社（以下「まちづくり公社」という。）  

の円滑な運営を図るものであること。  

  ⑵ まちづくり公社は、市と連携し市民の福祉向上に努めること。  

 （補助金の額）  

第３条 補助金の額は、予算の範囲内とする。  

 （補助対象経費）  

第４条 補助金は、まちづくり公社の運営に関する、次の各号に掲げる経費につい

て交付する。  

  ⑴ 人件費  

  ⑵ 事務費（光熱費・旅費・消耗品費・燃料費・印刷製本費・修繕費・通信運

搬費・保険料・委託費・賃借料・租税公課など）  

  ⑶ 負担金  

  ⑷ 会議費  

  ⑸ 前号に掲げるもののほか、特に必要であると認められる経費  

 （交付の申請）  

第５条 補助金の交付申請に係る規則第 5 条の市長が別に指定する日は、毎年 4 月

1 日とする。  
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 （交付の基準）  

第６条 補助金の交付の決定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを

行わない。  

  ⑴ 当該補助事業等が第 2 条の要件を満たさない場合  

  ⑵ 前号に掲げる場合のほか、補助金を交付することが適当でないと認められ

る場合  

（実績報告）  

第 7 条 補助金の実績報告に係る規則第 15 条第 3 項の市長が必要と認める書類は、

次の各号に掲げるものとする。  

  ⑴ 当該補助事業等の公益性、必要性、効果等について当該補助事業者等  

自ら行った評価に関する書類  

  ⑵ 前号に掲げるもののほか、特に必要であると認められる書類  

 （効果の測定）  

第８条 補助金の効果（条例第 4 条第 2 項第 1 号の効果をいう。）は、次の各号に

掲げる指標を用いて測定するものとする。  

  ⑴ まちづくり公社の事業等件数  

  ⑵ まちづくり公社の受託施設等の利用者数  

 （補助事業者等の責務）  

第９条 補助金の交付を受けた補助事業者等は、公共施設の管理を効率的・効果的

に行い、施設を活かした生涯学習の推進に努めるものとする。  

 （その他）  

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。  

 

附則  

１ この要領は、平成２２年 ４月 １日から施行する。  

 

附則  

１ この要領は、平成２５年１０月 １日から施行する。  
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